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ご意見は 
こちらまで 

 当事務所では、岩木川河川敷の樹木を希望する方

が伐採し、自由に利用して頂くという取組みを行って

います。 

 この取組みは、洪水時等に支障となる河道内樹木

の伐採について、一般の方や企業などに行って頂く

ことで、伐採費・処分費を縮減するほか伐採木の有効                                           

             利用につながり、双方 

             にとって有益なものと 

             なっています。 

             今回は、弘前市内の  

             岩木橋下流、左岸側の

樹木約１万２千㎡を１２区画に分けて行い（応募者多数

により抽選を実施）河川管理者が実施した場合の伐

採費・処分費と比較し、約740万円のコスト縮減となり

ました。 

■約740万円のコストを縮減！ 
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